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山形市上下水道部制限付一般競争入札実施要領 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、山形市上下水道部が発注する建設工事（以下「工事」という。）並びに工   

事又は営繕に係る調査、測量、設計、監理等及びこれらに準ずるもの（工事又は営繕に関連す

る業務をいう。以下「業務」という。）の委託に係る入札契約事務の透明性及び競争性を高め

るため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号｡以下「施行令」という。）第１６７条の

５の２の規定により資格を定めて行う制限付一般競争入札を実施することについて、必要な事

項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条  制限付一般競争入札の対象となる工事及び業務（以下「工事等」という。）は、１件の

設計金額が２００万円を超える工事等とする。 

（発注工事の選定） 

第３条  上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、山形市上下水道部指名競争入札参

加者審査委員会規程（昭和４３年水道事業管理規定第１１号）第２条第２項に規定する１号審

査会又は２号審査会の議を経て、制限付一般競争入札に付する入札を選定するものとする。 

（入札の公告等） 

第４条  管理者は、工事等を制限付一般競争入札に付するときは、山形市水道事業及び公共下水

道事業財務規程（昭和４６年水道事業管理規程第３号）第１１７条の２で準用する山形市契約

規則（昭和３９年市規則第１８号｡以下「規則」という｡）第１８条の規定に基づく公告（以下

「公告」という。）を行うとともに、その周知を図るものとする。 

（入札参加者の資格） 

第５条  制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、

次に掲げるものとする。 

  ⑴ 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

  ⑵ 規則第２５条第２項の規定により、競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

  ⑶ 山形市上下水道部工事請負業者指名停止要綱（平成７年４月１日施行）に基づく指名停止

の期間中でないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続（同法に基づく更生計画の認 

可の決定後である場合を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再 

生手続（同法に基づく再生計画の認可の決定後である場合を除く。）中のものでないこと。 

⑸ 電子入札システム（規則第１７条第３号に規定する電子入札システムをいう。以下同じ。）

による入札を行う案件（以下「電子入札案件」という。）の場合にあっては、山形市上下水

道部電子入札運用基準（平成２２年１０月１日施行。以下「運用基準」という。）第４条第

１項の規定に基づき電子入札システムによる利用者登録を行っている者又は運用基準第６

条に規定する紙入札参加者であること。  

２ 工事の入札参加資格については、前項に定める事項のほか、次に掲げるもののうちから必要 

に応じて管理者が定めるものとする。 

⑴ 山形市内に建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する営業所を有し

ていること。 

 ⑵ 発注工事の工種に係る建設業法に基づく許可を受けていること。 

⑶ 水道施設工事にあっては、工事ごとに定める等級（山形市上下水道部工事の請負に係る指

名競争入札参加者の等級別格付に関する規程（昭和５３年市告示第３５号平成１７年４月
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水道事業管理規定第１４号。）第４条に定める等級をいう。）に格付されていること。 

 ⑷ 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事にあっては、それぞれの工

事ごとに定める等級（工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程（昭

和５３年市告示第３５号）第４条に定める等級をいう。）に格付されていること。 

  ⑸ 建設業法第２８条第３項又は第５項の規定による営業停止の期間中でないこと。 

  ⑹ 規則別記建設工事請負契約約款第４９条第１１号の規定に該当しないこと。 

⑺ その他工事ごとに定める条件を満たしていること。 

３ 業務の入札参加資格については、第１項に定める事項のほか、次に掲げるもののうちから必

要に応じて管理者が定めるものとする。 

 ⑴ 山形市内に競争入札参加資格者名簿に登載された本店、支店又は営業所を有していること。 

⑵ 発注業務に係る測量法（昭和２４年法律第１８８号）、建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）、土地家屋調査士法（昭

和２５年法律第２２８号）、司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）、行政書士法（昭和２

６年法律第４号）、建設コンサルタント登録規程（昭和５２年告示第７１７号）、地質調査業

者登録規程（昭和５２年告示第７１８号）又は補償コンサルタント登録規程（昭和５９年告

示第１３４１号）に基づく登録を受けていること。 

 ⑶ 測量法第５７条第２項の規定による営業停止、建築士法第１０条の１６第２項、不動産の 

鑑定評価に関する法律第４１条、土地家屋調査士法第４２条若しくは第４３条、司法書士法 

第４７条若しくは第４８条若しくは行政書士法第１４条若しくは第１４条の２第１項若し 

くは第２項の規定による業務停止又は建設コンサルタント登録規程第１２条第１項、地質調 

査業者登録規程第１１条第１項若しくは補償コンサルタント登録規程第１１条第１項の規 

定による登録停止の期間中でないこと。 

 ⑷ 委託契約約款第２０条第９号の規定に該当しないこと。 

 ⑸ その他業務ごとに定める条件を満たしていること。 

（入札参加資格の確認） 

第６条  入札参加資格の確認は、規則第２５条第２項の規定により競争入札参加資格者名簿に登 

載された者について、管理者が、その者が前条に定める事項を満たしているものと見込んで行 

うものとする。 

２ 制限付一般競争入札の電子入札案件に参加しようとする者は、規則第１９条第２項の規定に

基づく申請を管理者に行い、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

３ 管理者は、前項の申請があったときは、入札参加資格の有無について確認を行い、その結果

を当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格がないと認め

る者に対しては、その理由を付して通知しなければならない。 

（入札参加資格者証の交付） 

第７条  管理者は、第５条第２項第３号の規定に該当する事項を確認したときは、その者に対し

一般競争入札参加資格者証（別記様式）を交付する。この場合において、一般競争入札参加資

格者証は、山形市内に本店を有する者に交付するものとし、それ以外の者については必要に応

じて交付するものとする。 

（設計図書の閲覧） 

第８条  設計書、仕様書、図面等の設計図書の閲覧は、公告した日から入札日の前日まで、公告

で示された条件に該当する者に対して許可するものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、管理者が認めた工事については、設計図書の閲覧に代えて、電子メ

ールにより設計図書を提供する。 

（入札への参加） 
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第９条  電子入札案件に係る制限付一般競争入札に参加しようとする者は、第６条第３項の規定

により入札参加資格があると認められなければ、当該入札に参加することができない。 

（入札の無効） 

第１０条 当該公告に示した入札に参加する入札参加資格のない者及び虚偽の申請により入札

参加資格の確認を受けた者のした入札、入札書の金額が工事費内訳書の積算金額と異なる入札

その他の入札に関する条件に違反した入札は、これを無効とする。 

（入札保証金及び契約保証金） 

第１１条 入札保証金及び契約保証金は、規則第４条から第９条までの規定による。 

（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、制限付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、管理

者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年１月１日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名通知を行う工事

等について適用する。 

（山形市上下水道部格付等級指定型条件付一般競争入札実施要領の廃止） 

２ 山形市上下水道部格付等級指定型条件付一般競争入札実施要領（平成１２年６月施行）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要領の施行の際現に前項の規定による廃止前の山形市上下水道部格付等級指定型条件

付一般競争入札実施要領の規定により公告又は指名通知を行っている工事等の取り扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

 
 



  

別記様式（第７条関係） 

 

                                  Ｎｏ． 

               年度一般競争入札参加資格証 

   資格者 

   住所 

   格付工種   格付等級 総合点数  

   

    山形市上下水道部制限付一般競争入札要領第７条の規定により交付します。 

         年  月  日 

                   山形市上下水道事業管理者   ㊞ 

    （注）１ この証の有効期間は、当該格付の有効期間内とする。 

        

 

 

 

 


